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東 光 台 研 究 所 団 地 立 地 企 業                  

機 関 名            
面 積   
（ha）

研 究 内 容 等           業 務 開 始 年 月        

エ ー ザ イ              　(株) 7.5 薬品の研究 昭和 57 年　 4 月

藤 沢 薬 品 工 業              　(株) 3.4 医薬品，工業製品の研究 昭和 57 年　 4 月

日 本 ケ ミ フ ァ              　(株) 2.6 薬品及びその他多目的研究

日 本 油 脂              　(株) 0.6 高分子生化学等の研究施設 昭和 59 年　 9 月

(株)　日 本 紙 パ ル プ 研 究 所              2.3 紙パルプの研究 昭和 57 年　 4 月

日 本 板 硝 子              　(株) 3.8
ガラス及び周辺材料に関する試験，研
究，開発，試作

昭和 58 年　 7 月

インテルジャパン(株)本社・同デザイ               
ナーセンター

6.6 マイコン，半導体の開発研究 昭和 56 年　12 月

ウ シ オ 電 気              　(株) 1.4 製品開発，基礎研究

(株)　筑 波 研 究 コ ンソ ーシアム              
（注 1）

0.3
民間研究機関の共同研究施設サテライ
ト棟第一，第二

昭和 57 年　12 月
（第二：建設中）

浜 松 ホ ト ニ ク ス              　(株) 0.3 計測法，画像処理の研究及び営業活動 昭和 60 年　 5 月

(株)　明 石 製 作 所              0.7
振動計測機器等に関する技術開発及び
超ＬＳＩに関する研究

日 本 重 化 学 工 業              　(株) 0.3 特殊金属材料の開発研究

東 京 応 化 工 業              　(株) 0.3
電子工業薬品，同関連機器等の研究開
発及び試作品の製造

ス タ ン レ ー 電 気              　(株) 0.3 研究開発及び営業活動 昭和 59 年　10 月

日 本 真 空 技 術              　(株) 0.3 真空技術の応用 昭和 58 年　 4 月

テ イ サ ン              　(株) 0.3 液体酸素，ヘリウムの研究 昭和 58 年　 6 月

安 川 電 気              　(株) 0.3 メカトロニクスの研究

日 立 電 子 サ ー ビ ス              　(株) 0.3 コンピュータ

(株)　アイ・エヌ・エー新土木研究所              1.2
水質実験，土質実験，基礎地盤コンサ
ルタント

昭和 55 年　12 月

播 磨 化 成 工 業              　(株) 0.2

(株)　協 和 コ ン サ ル タ ン ツ              0.2
建設コンサルタント（調査，試験，研
究部門）

日 特 建 設          　(株)（注 2） 1.6
アスカル
アルバック・ＢＴＵ

昭和 59 年　12 月
昭和 60 年　 8 月

(株)　建 設 企 画 コ ンサ ルタント              0.2 研究施設

(社)　茨 城 薬 剤 師 会              0.2 公衆衛生諸調査 昭和 59 年　 4 月

昭 産 商 事              　(株) 0.2 営業所，倉庫 昭和 59 年　 1 月

大 三 工 業              　(株) 0.6 洗壜用洗剤 昭和 57 年　 7 月

(株) 東 京 木 材 相 互 市 場              3.0 木材市場 昭和 55 年　11 月

　　合　　　　　　計　　（27 画地） 39.0 － 業務開始　　 17 画地
（注１）第一サテライト：アルバックサービス，芦立電気，凸版印刷,播磨化成工業，秩父セメント，(財)地震予知総合研究振興会
第二サテライト：新技術開発事業団（建設中）

（注２）筑波研究ビル（三菱信託銀行に信託）を建設中
－5－
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産業支援サービス産業支援サービス産業支援サービス産業支援サービス（利用している業者の地域）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（利用している業者の地域）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（利用している業者の地域）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（利用している業者の地域）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件、％）

県 央 横浜・川崎 東 京 県 内 県 外 合 計 回 答 社 数

件 数 構成
比

件 数
構成
比

件 数
構成
比

件 数
構成
比

件 数
構成
比

件 数
構成
比

件 数
構成
比

設 備 機 器 リ ー ス 業 26 118.2 9 40.9 21 95.5 0 0.0 0 0.0 56 245.5 22 100.0

ソフトウェア情報処理サービス業 10 29.4 29 85.3 31 91.2 0 0.0 0 0.0 70 205.9 34 100.0

情 報 提 供 ・ 市 場 調 査 業 4 44.4 6 66.7 9 100.0 0 0.0 0 0.0 19 211.1 9 100.0

経 営 コ ン サ ル タ ン ト 業 4 16.7 20 83.3 23 95.8 0 0.0 0 0.0 47 195.8 24 100.0

技 術 コ ン サ ル タ ン ト 業 18 78.3 10 43.5 20 87.0 0 0.0 0 0.0 48 208.7 23 100.0

特 許 ・ 弁 護 士 事 務 所 9 64.3 8 57.1 13 92.9 0 0.0 0 0.0 30 214.3 14 100.0

デ ザ イ ン ・ 設 計 事 務 所 8 100.0 1 12.5 8 100.0 0 0.0 0 0.0 17 212.5 8 100.0

印 刷 ・ コ ピ ー サ ー ビ ス 業 9 47.4 13 68.4 18 94.7 0 0.0 0 0.0 40 210.5 19 100.0

人 材 派 遣 業 7 58.3 5 41.7 12 100.0 0 0.0 0 0.0 24 200.0 12 100.0

翻 訳 業 8 47.1 9 52.9 17 100.0 0 0.0 0 0.0 34 200.0 17 100.0

社 員 研 修 ・ サ ー ビ ス 業 5 50.0 12 120.0 10 100.0 0 0.0 0 0.0 27 270.0 10 100.0

専 門 学校 ・ビジネススクール 7 53.8 8 61.5 11 84.6 0 0.0 0 0.0 26 200.0 13 100.0

ホ テ ル ・ ホ ー ル ・ 会 議 場 6 150.0 2 50.0 2 50.0 0 0.0 0 0.0 10 250.0 4 100.0

広 告 代 理 業 14 93.3 2 13.3 15 100.0 0 0.0 0 0.0 31 206.7 15 100.0

設 備 ・ 機 器 メ ン テ ナ ン ス 業 15 51.7 20 69.0 17 58.6 3 10.3 3 10.3 58 200.0 29 100.0

製 品 試 験 ・ 検 査 代 行 業 7 53.8 3 23.1 9 69.2 4 30.8 1 7.7 24 184.6 13 100.0

そ の 他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

特 に 使 っ て い な い 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

「県央テクノトピアセンター立地可能性調査」より
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墨田区京島地区の分業機能構造墨田区京島地区の分業機能構造墨田区京島地区の分業機能構造墨田区京島地区の分業機能構造
「国際化時代の都市と農村」

地域開発研究会編　仁連孝昭



－9－

IIIIIIII　　　　「くらし」関係資料「くらし」関係資料「くらし」関係資料「くらし」関係資料

首都圏主要線区の最混雑一時間の混雑率首都圏主要線区の最混雑一時間の混雑率首都圏主要線区の最混雑一時間の混雑率首都圏主要線区の最混雑一時間の混雑率（都市交通年報　昭和（都市交通年報　昭和（都市交通年報　昭和（都市交通年報　昭和 61616161 年）年）年）年）

最 混 雑 １ 時 間

年　度 列 車 回 数

  （回）

通 過 車 数

（両）

列 車 編 成

両数(両)

輸 送 力

（人）

通 過 人 員

（人）

混 雑 率

（%）

常磐線　(快速)(松戸→北千住)

昭 55 10 100 10.0 14,000 37,700 269

58 10 100 10.0 14,000 39,450 282

59 10 100 10.0 14,000 39,740 284

総武線　(緩行)(平井→亀戸)

昭 30 18 124 6.9 17,360 49,710 286

40 24 240 10.0 33,600 96,890 288

50 20 200 10.0 28,000 64,800 231

55 20 200 10.0 28,000 73,740 263

58 22 220 10.0 30,800 78,600 255

59 22 220 10.0 30,800 80,290 261

総武線　(快速)(新小岩→錦糸町)

昭 50 12 132 11.0 14,520 40,600 280

55 14 182 13.0 20,020 48,710 243

58 15 195 13.0 21,450 52,480 245

59 15 195 13.0 21,450 54,790 255

横浜線　(新横浜→菊名)

昭 30 3 20 6.7 2,800 6,000 216

40 7 43 6.1 6,020 17,560 292

50 10 58 5.8 8,120 13,530 167

55 11 77 7.0 10,780 23,500 218

58 11 77 7.0 10,780 28,580 265

59 11 77 7.0 10,780 29,920 278

鶴見線　(国道→鶴見小野)

昭 30 18 62 3.5 6,820 18,290 268

40 20 80 4.0 8,800 22,200 252

50 20 60 3.0 8,400 17,700 111

55 20 60 3.0 8,400 15,490 184

58 20 60 3.0 8,400 15,160 180

59 20 60 3.0 8,400 13,290 158

南武線　(矢向→尻手)

昭 30 15 43 2.9 4,730 15,250 322

40 19 114 6.0 13,680 30,840 225

50 20 114 5.7 15,960 34,700 217

55 20 120 6.0 16,800 36,780 229

58 20 120 6.0 16,800 37,080 221

59 20 120 6.0 16,800 37,170 221

青梅線　(西立川→立川)

昭 30 5 21 4.2 2,255 6,400 284

40 10 53 5.3 6,790 21,170 312

50 10 60 6.0 8,400 20,480 244

55 12 88 7.3 12,320 29,900 243

58 12 94 7.0 13,160 34,480 262

59 13 104 8.0 14,560 35,520 244

武蔵野線　(新小平→西国分寺)

昭 50 4 24 6.0 3,360 3,930 117

55 4 24 6.0 3,360 7,540 224

58 4 24 6.0 3,360 8,950 266

59 4 24 6.0 3,360 9,260 276

赤羽線　(板橋→池袋)

昭 55 11 88 8.0 12,320 36,270 294

58 11 110 10.0 15,400 37,110 241

59 11 110 10.0 15,400 37,740 245

最 混 雑 １ 時 間

年　度 列 車 回 数

  （回）

通 過 車 数

（両）

列 車 編 成

両数(両)

輸 送 力

（人）

通 過 人 員

（人）

混 雑 率

（%）

国　鉄
横須賀線　(保土ヶ谷→横浜)

昭 30 6 63 10.5 7,560 19,300 255
40 9 90 10.0 9,900 30,350 307
50 8 104 13.0 11,440 33,400 292
55 11 143 13.0 15,730 33,610 214
58 11 143 13.0 15,730 36,750 234
59 11 143 13.0 15,730 37,490 238

京浜東北線　(大井町→品川)

昭 30 16 125 7.8 17,500 52,130 298
40 25 192 8.0 28,000 76,640 274
50 24 240 10.0 33,600 75,100 224
55 24 240 10.0 33,600 83,270 248
58 24 240 10.0 33,600 84,050 250
59 24 240 10.0 33,600 84,620 252

京浜東北線　(上野→御徒町)

昭 30 16 126 7.9 17,570 47,760 272
40 26 208 8.0 29,120 86,800 298
50 24 240 10.0 33,600 80,800 240
55 24 240 10.0 33,600 83,990 250
58 24 240 10.0 33,600 85,490 254
59 24 240 10.0 33,600 85,830 255

山手線　(上野→御徒町)

昭 30 16 125 7.8 15,420 45,840 297
40 24 192 8.0 26,880 76,050 283
50 24 240 10.0 33,600 75,000 223
55 24 240 10.0 33,600 77,760 231
58 24 240 10.0 33,600 79,930 238
59 24 240 10.0 33,600 80,730 240

山手線　(新大久保→新宿)(昭和 40年度以前は大崎→品川)

昭 30 15 118 7.9 14,400 43,100 298
40 24 192 8.0 26,880 72,100 268
50 23 230 10.0 32,200 79,300 246
55 23 230 10.0 32,200 82,800 257
58 23 230 10.0 32,200 85,720 266
59 24 240 10.0 33,600 86,580 258

中央線　(快速)(新宿→四ツ谷)

昭 30 29 243 8.4 33,950 95,030 280
40 30 300 10.0 42,000 121,350 289
50 28 280 10.0 39,200 102,100 260
55 28 280 10.0 39,200 101,500 259
58 28 280 10.0 39,200 101,050 258
59 28 280 10.0 39,200 101,160 258

中央線　緩行)(代々木→千駄ヶ谷)

昭 30 14 98 7.0 13,720 33,400 243
40 22 210 9.5 29,400 52,440 178
50 19 190 10.0 26,600 48,130 181
55 20 200 10.0 28,000 52,000 186
58 20 200 10.0 28,000 51,550 184
59 20 200 10.0 28,000 51,700 185

中央線　((快速)(西荻窪→荻窪)

昭 50 27 270 10.0 37,800 84,900 225
55 27 270 10.0 37,800 87,000 230
58 27 270 10.0 37,800 88,000 233
59 27 270 10.0 37,800 89,320 236

常磐線　(緩行)(亀有→綾瀬)(30･40年度は三河島→日暮里)

昭 30 10 74 7.4 10,360 28,520 275
40 15 135 9.0 18,900 53,650 284
50 18 180 10.0 25,200 51,800 206
55 18 180 10.0 25,200 60,340 239
58 19 190 10.0 26,600 68,470 257
59 19 190 10.0 26,600 70,530 265



最 混 雑 １ 時 間

年
　度 列 車 回 数

  （回）

通 過 車 数

（両）

列 車 編 成

両数(両)

輸 送 力

（人）

通 過 人 員

（人）

混 雑 率

（%）

地　下　鉄
帝都高速度交通営団　銀座線　(赤坂見附→虎ノ門)

昭 40 29 174 6.0 17,261 36,563 212

50 29 174 6.0 17,470 41,137 235

55 29 174 6.0 17,470 41,314 236

58 29 174 6.0 17,470 44,336 254

59 29 174 6.0 17,470 43,816 251

帝都高速度交通営団　丸ノ内線　(新大塚→茗荷谷)

昭 35 27 108 4.0 13,608 36,875 271

40 30 180 6.0 22,194 56,263 254

50 31 186 6.0 22,990 51,082 222

55 31 186 6.0 22,990 46,265 201

58 31 186 6.0 22,990 46,843 204

59 31 186 6.0 22,990 41,248 192

帝都高速度交通営団　丸ノ内線　(四ツ谷→赤坂見附)

昭 40 30 180 6.0 22,194 55,112 248

50 30 180 6.0 22,248 52,104 234

55 30 180 6.0 22,248 43,811 197

58 30 180 6.0 22,248 45,400 204

59 30 180 6.0 22,248 43,159 194

帝都高速度交通営団　日比谷線　(三ﾉ輪→入谷)(54年度までは入谷→上野)

昭 40 20 118 5.9 14,781 33,119 224

50 26 208 8.0 26,208 58,816 224

55 27 216 8.0 27,216 60,760 223

58 27 216 8.0 27,216 61,112 225

59 27 216 8.0 27,216 61,350 225

帝都高速度交通営団　東西線　(高田馬場→早稲田)

昭 40 12 36 3.0 4,992 6.219 125

50 24 171 7.1 24,224 49,178 203

55 24 192 8.0 27,264 46,018 169

58 24 192 8.0 27,264 51,149 188

59 24 192 8.0 27,264 45,276 166

帝都高速度交通営団　東西線　(南砂町→東陽町)(51 年度までは西船橋→東陽町)

昭 50 12 96 8.0 13,600 29,722 219

55 24 234 9.8 33,312 76,588 230

58 27 264 9.8 37,584 79,491 212

59 27 264 9.8 37,584 79,044 210

帝都高速度交通営団　千代田線　(町屋→西日暮里)

昭 50 18 180 10.0 25,632 55,240 216

55 18 180 10.0 25,632 65,265 255

58 21 210 10.0 29,904 75,600 253

59 21 210 10.0 29,904 77,786 260

帝都高速度交通営団　有楽町線　(東池袋→護国寺)

昭 50 20 100 5.0 14,080 22,874 162

55 20 100 5.0 14,080 29,519 210

58 17 170 10.0 24,208 40,897 169

59 17 170 10.0 24,208 41,446 171

帝都高速度交通営団　半蔵門線　(渋谷→表参道)

昭 55 15 118 7.9 16,752 27,622 165

58 17 162 9.5 23,056 32,599 141

59 17 166 9.8 23,632 37,900 160

東京都交通局　浅草線　(泉岳寺→三田)(55年度までは→押上→本所吾妻橋)

昭 40 19 79 4.0 9,108 18,242 200

50 24 144 6.0 17,280 24,919 144

55 24 156 6.5 18,720 22,984 123

58 24 156 6.5 18,720 26,821 143

59 24 156 6.5 18,720 25,300 135
－10
最 混 雑 １ 時 間

年　度 列 車 回 数

  （回）

通 過 車 数

（両）

列 車 編 成

両数(両)

輸 送 力

（人）

通 過 人 員

（人）

混 雑 率

（%）

東京都交通局　三田線(西巣鴨→巣鴨)

昭 50 15 90 6.0 12,600 25,560 203

55 17 102 6.0 14,280 28,120 197

58 17 102 6.0 14,280 26,110 183

59 17 102 6.0 14,280 24,920 175

東京都交通局　新宿線(新宿→新宿三丁目)

昭 55 15 100 6.7 14,057 19,820 141

58 15 110 7.3 15,400 24,875 162

59 15 110 7.3 15,400 24,290 158

横浜市交通局　１・３号線(吉野町→阪東橋)（50年度は 1号線　弘明寺→蒔田）

昭 50 12 36 3.0 4,320 3,990 92

55 12 60 5.0 7,440 10,622 143

58 12 60 5.0 7,440 11,281 152

59 12 60 6.0 9,000 15,531 173

私　　鉄
東武鉄道　伊勢崎線　(小菅→北千住)（急行を含む）

昭 30 13 44 3.4 5,725 13,020 227

40 24 128 5.3 16,964 37,393 220

50 34 248 7.3 32,592 65,381 201

55 38 288 7.6 38,112 70,494 185

58 39 298 7.6 39,492 73,520 186

59 40 308 7.7 40,872 74,637 183

東武鉄道　東上線　(北池袋→池袋)

昭 30 16 58 3.6 7,313 17,700 242

40 25 145 5.8 20,180 52,807 262

50 27 186 6.9 25,668 56,493 220

55 27 236 8.7 32,568 61,502 189

58 26 232 8.9 32,016 57,669 180

59 26 232 8.9 32,016 59,330 185

西武鉄道　新宿線　(下落合→高田馬場)

昭 30 18 56 3.1 5,644 14,907 264

40 24 126 5.3 16,860 41,691 247

50 24 178 7.4 24,920 54,123 217

55 24 192 8.0 26,880 58,916 219

58 24 216 9.0 30,240 60,313 199

59 24 216 9.0 30,240 59,948 198

西武鉄道　池袋線　(椎名町→池袋)

昭 30 22 80 3.6 8,083 16,970 210

40 28 190 6.8 25,708 62,842 244

50 28 244 8.7 34,160 76,933 225

55 28 248 8.9 34,720 81,306 234

58 28 256 9.1 35,840 72,540 202

59 28 256 9.1 35,840 72,105 201

西武鉄道　有楽町線　(新桜台→小竹向原)

昭 55 － － － － － －

58 － － － － － －

59 5 50 10.0 7,120 850 12

京成電鉄　本線　(大神宮下→京成船橋)(46年度以前は新三河島→日暮里)

昭 30 15 38 2.5 3,892 8,517 220

40 20 80 4.0 9,233 20,269 220

50 20 106 5.3 13,386 30,440 227

55 20 114 5.7 14,478 29,610 205

58 20 130 6.5 16,510 29,590 179

59 20 130 6.5 16,510 29,830 181

京成電鉄　押上線　(四ツ木→荒川)(40年度は青砥→京成立石)

昭 30 － － － － － －

40 20 80 4.0 10,160 20,743 204

50 18 108 6.0 13,716 23,570 172

55 18 114 6.3 14,478 22,030 152

58 18 118 6.6 14,986 22,210 148

59 18 118 6.6 14,986 22,580 151
－
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最 混 雑 １ 時 間

年　度 列 車 回 数

  （回）

通 過 車 数

（両）

列 車 編 成

両数(両)

輸 送 力

（人）

通 過 人 員

（人）

混 雑 率

（%）

京王帝都　京王線(下高井戸→明大前)　(52年度以前は初台→新宿)　　(注)通過

昭 30 24 82 3.4 7,036 15,920 226

40 24 132 5.5 13,995 36,162 258

50 30 198 6.6 25,080 54,331 217

55 30 212 7.1 27,840 56,159 202

58 30 229 7.6 30,200 59,304 196

59 30 237 7.9 31,320 60,273 192

京王帝都　井の頭線　(神泉→渋谷)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）

昭 30 18 54 3.0 5,805 11,390 196

40 24 96 4.0 11,228 22,475 200

50 27 129 4.8 15,996 32,561 204

55 27 135 5.0 16,740 30,530 182

58 27 135 5.0 17,280 30,911 179

59 27 135 5.0 17,280 31,002 179

京王帝都　相模原線　(京王多摩川→調布)　　　　　　　　　　　　　　　　（注）

昭 50 ― ― ― 7,080 5,092 72

55 ― ― ― 7,760 8,551 110

58 8 68 8.5 9,160 10,476 114

59 10 77 7.7 10,540 10,647 101

小田急　小田原線　(世田谷代田→下北沢)(39年度以前は参宮橋→南新宿)

昭 30 19 60 3.2 6,251 14,664 235

40 30 178 5.9 21,137 48,743 231

50 29 212 7.3 29,596 67,887 229

55 29 252 8.7 35,286 72,255 205

58 29 254 8.8 35,948 75,009 209

59 29 254 8.8 35,948 73,335 204

小田急　多摩線　(五月台→新百合ヶ丘)

昭 50 ― ― ― 2,636 916 35

55 6 28 4.7 3,568 2,060 58

58 6 28 4.7 3,568 2,716 76

59 6 28 4.7 3,568 2,791 78

東京急行　東横線　(祐天寺→中目黒)(40年度以前は代官山→渋谷)(急行を含む)

昭 30 20 68 3.4 7,514 15,724 209

40 27 148 5.5 17,632 40,540 230

50 29 194 6.7 25,408 60,233 237

55 27 187 6.9 24,648 51,305 208

58 27 203 7.5 27,624 54,050 196

59 27 203 7.5 27,624 55,622 201

東京急行　目蒲線　(不動前→目黒)

昭 30 17 51 3.0 5,198 11,572 223

40 24 72 3.0 7,788 16,062 206

50 23 69 3.0 7,521 13,923 186

55 24 72 3.0 7,848 13,342 170

58 24 72 3.0 8,280 12,789 154

59 24 72 3.0 8,280 13,112 158

東京急行　池上線　(大崎広小路→五反田)

昭 30 16 40 2.5 3,962 9,046 228

40 21 63 3.0 6,553 15,064 230

50 22 66 3.0 6,996 12,776 183

55 22 66 3.0 7,062 11,511 163

58 22 66 3.0 7,128 11,426 160

59 22 66 3.0 7,128 11,393 160

東京急行　田園都市線(二子新地→ニ子玉川園)(40年度以前は下神明→大井町.

昭 30 15 37 2.5 3,848 8,397 218

40 9 71 3.7 7,937 16,866 212

50 29 116 4.0 15,448 36,469 236

55 － － － － － －

57 － － － － － －

東京急行　田園都市・新玉川線　(池尻大橋→渋谷)(快速を含む)

昭 55 15 120 8.0 17,040 39,414 231

58 17 168 9.9 23,920 49,966 209

59 17 170 10.0 24,208 53,742 222

最 混 雑 １ 時 間

年　度 列 車 回 数

  （回）

通 過 車 数

（両）

列 車 編 成

両数(両)

輸 送 力

（人）

通 過 人 員

（人）

混 雑 率

（%）

東京急行　大井町線(九品仏→自由が丘)

昭 55 20 100 5.0 12,370 21,938 177

58 20 108 5.4 13,646 20,658 151

59 20 110 5.5 13,890 21,143 152

京浜急行　本線(戸部→横浜)(30年度は黄金町→日の出町)

昭 30 13 40 3.0 4,039 10,554 261

40 24 112 4.7 13,807 36,885 267

50 24 196 8.2 24,512 47,351 193

55 24 226 9.4 28,712 50,320 175

58 24 228 9.5 28,968 51,782 179

59 24 228 9.5 29,184 52,036 178

新京成電鉄　本線(上本郷→松戸)

昭 40 12 41 3.4 4,305 9,168 213

50 11 66 6.0 6,930 15,667 226

55 13 78 6.0 8,790 18,488 210

58 13 84 6.5 9,672 20,103 208

59 13 84 6.5 9,672 20,827 215

相模鉄道(西横浜→平沼橋)(30年度は星川→天王町)

昭 30 12 28 2.3 2,952 6,269 212

40 21 100 4.7 12,315 26,019 211

50 28 190 6.8 26,600 49,600 186

55 28 212 7.6 29,680 52,715 178

58 28 231 8.3 32,340 55,878 173

59 28 237 8.4 33,180 56,986 172
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東京圏の住宅地の沿線別距離圏別平均価格分布東京圏の住宅地の沿線別距離圏別平均価格分布東京圏の住宅地の沿線別距離圏別平均価格分布東京圏の住宅地の沿線別距離圏別平均価格分布
(単位：円／ｍ２）

方面別
距離(km)

沿　線
5未満

5以上
10未満

10以上
15未満

15以上
20未満

20以上
25未満

25以上
30未満

30以上
35未満

35以上
40未満

40以上
45未満

45以上
50未満

50以上
55未満

55以上
60未満

60以上
65未満

65以上
70未満

70以上
75未満

都心部
山 手 環 状 線 沿 線
及 び そ の 内 部 3,686,300 2,106,600 278,800

京 浜急行線
横 須 賀 線

方面 1,475,000 744,300 278,800 279,500 295,600 197,900 192,800 190,500 156,300 129,600 120,900

東 海 道 線 方 面 930,000 1,039,900 284,900 267,500 246,700 165,800 167,200 169,800 160,700 155,700 133,200 124,900 153,300

東 横 線 方 面 1,468,500 1,714,100 327,800 308,400 293,300

田 園 都 市 線 方 面 1,702,000 1,203,300 311,900 372,500 330,900 278,600

南　部

小 田 急 線 方 面 1,885,700 829,900 646,800 239,600 232,400 219,000 181,900 145,100 151,100 129,300 116,800 109,500 112,500 131,500

京 王 線 方 面 1,088,300 991,900 482,600 360,400 289,500 212,900 172,100 203,900

中 央・青梅線方面 1,180,000 1,014,300 839,700 439,900 425,900 269,400 182,400 151,500 130,600 101,000

西 武 新 宿 線 方 面 1,032,500 868,800 703,700 337,000 283,600 198,800 137,600
西　部

西 武 池 袋 線 方 面 875,800 621,100 425,100 290,900 182,100 179,500 131,600 139,900 99,500

東 武 東 上 線 方 面 693,300 591,600 317,200 191,300 151,100 155,700 161,800 105,000 99,800 78,700 63,600 54,500

東北線,高崎線方面 573,300 393,500 184,800 229,200 174,600 144,400 124,600 111,400 98,000 82,600 83,000 23,800北　部

東武伊勢崎線方面 261,500 244,800 142,800 161,000 135,100 142,500 110,600 83,400 59,500 68,300 62,900

常 磐 線 方 面 290,500 254,700 158,900 159,300 148,900 139,100 106,300 77,800 82,700
東　部

総武線,京成線方面 372,700 338,900 238,000 175,800 157,700 113,900 82,200 56,100 71,200 58,800 36,700

（昭和 62 年　地価公示）

『どうする地価どうなる地価』
（ぎょうせい刊）より

東京圏の住宅地の距離圏別平均東京圏の住宅地の距離圏別平均東京圏の住宅地の距離圏別平均東京圏の住宅地の距離圏別平均
価格及び対前年変動率価格及び対前年変動率価格及び対前年変動率価格及び対前年変動率

（単位:円，％）

距　離　圏 平均価格 変 動 率
5未満　　(km) 3,595,600 87.8
5以上10未満 1,230,800 80.3
10 〃 15 〃 696,900 69.1
15 〃 20 〃 353,OOO 32.2
20 〃 25 〃 250,500 18.9
25 〃 30 〃 223,800 17.6
30 〃 35 〃 170,l00 8.2
35 〃 40 〃 139,300 5.1
40 〃 45 〃 129,OOO 4.5
45 〃 50 〃 130,300 3.9
50 〃 60 〃 110,400 1.8
東京圏平均 338,O00 21.5

注：距離圏は,東京駅からの直線距離である。
６２年　地価公示

『どうする地価どうなる地価』

（ぎょうせい刊）より

①　横浜市緑
　　　　　　
②　　　〃　
　　　　　　
③　　　〃　
　　　　　　
④　　　〃　
　　　　　　
⑤　川崎市宮
　　　　　　
⑥　　　〃　
　　　　　　
⑦　　　　　
　　　　　　
⑧　横浜市緑
　　　　　　
⑨　　　〃　
　　　　　　
⑩　　　〃　
　　　　　　
県内住宅地上昇率ベスト１０県内住宅地上昇率ベスト１０県内住宅地上昇率ベスト１０県内住宅地上昇率ベスト１０

（1ｍ２当たり、単位千円）

区美しが丘 3－46－11
　　　　　　　91.9% 595
　美しが丘 4－34－3
　　　　　　　91.2% 545
　藤が丘 2－11－12
　　　　　　　71.8% 445
　青葉台 1－21－22
　　　　　　　71.5% 475
前区宮前平2－15－28
　　　　　　　69.8% 484
　　鷺沼 3－8－15
　　　　　　　69.8% 550
　　鷺沼 1－16－5
　　　　　　　69.4% 520
区荏田北 2－7－31
　　　　　　　65.2% 370
　青葉台 2－23－6
　　　　　　　62.6% 413
　あざみ野1－22－47
　　　　　　　61.0% 396

（神奈川新聞　昭和６２年４月１日）
－13－
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大規模建築物等の建設計画の事前協議に関する指導要綱大規模建築物等の建設計画の事前協議に関する指導要綱大規模建築物等の建設計画の事前協議に関する指導要綱大規模建築物等の建設計画の事前協議に関する指導要綱

的的的的            ））））

条条条条　この要綱は、港区内において大規模建築物等を

建設しようとする者と、本区が協議することにより、

市街地環境の整備改善を図るとともに、定住人口の確

保及び増大の促進に資することを目的とする。

義義義義            ））））

条条条条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1) 大規模建築物等

　次のア又はイに掲げるものをいう。

ア　敷地面積が 500 平方メートル以上のもの

イ　延べ面積が 3000 平方メートル以上のもの

2) 事業者

　大規模建築物等を建設しようとする者をいう。

3) 工事施工者等

　大規模建築物等に関する設計者、工事施工者及び

工事監理者をいう。

4) 近隣関係住民

　次のア又はイに掲げるものをいう

ア　大規模建築物等の敷地境界線から当該建築物

の高さの２倍の水平距離の範囲内にある土地又

は建築物に関して権利を有する者及び当該範囲

内に居住する者

イ　大規模建築物等による電波障害の影響を著し

く受けると認められる者

5) 隣接関係住民

　近隣関係住民のうち建築しようとする大規模建

築物等の壁面からその高さと等しい水平距離の

範囲内に居住する者

適用範囲）適用範囲）適用範囲）適用範囲）

３条３条３条３条　この要綱は、敷地面積が 500 平方メートル以上

のもの又は建築物の延べ面積か 3000 平方メートル以

上のものに適用する。

　ただし、次の各号の一に該当するものには、この要

綱の規定は、適用しない。

(1) 建築基準法第 18 条の規定の適用を受ける建築物

又はその敷地

(2) 建築基準法第 85 条の規定の適用を受ける仮設建

築物又はその敷地

(3) 軽微な増改築等で区長が特にやむを得ないと認

める建築物又はその敷地

（事業者の責務）（事業者の責務）（事業者の責務）（事業者の責務）

第４条第４条第４条第４条　事業者は、この要綱の目的達成のため、大規模

建築物等の建設を計画するに当たっては、区長の指導

及び要請に協力するとともに、市街地環境の整備改善

並びに定住人口の確保及び増大の促進に努めなければ

ならない。

（工事施工者等の協力義務）（工事施工者等の協力義務）（工事施工者等の協力義務）（工事施工者等の協力義務）

第５条第５条第５条第５条　工事施工者等は、前条に規定する事業者の責務

を認識し、市街地環境の整備改善並びに定住人口の確

保及び増大の促進のため、協力しなければならない。

（事前協議）（事前協議）（事前協議）（事前協議）

第６条第６条第６条第６条　事業者は、大規模建築物等を建設しようとする

場合においては、都市計画法第 29 条の規定又は建築基

準法の規定による申請前に区長が別に定める実施要領

(以下｢要領｣という。)により届け出を行い、区長と

この要綱に定める事項について協議しなければならない。

 2．前項の協議が成立した場合には、要領で定めるとこ

ろにより、協議書を２通作成し、区と事業者が、それ

ぞれ１通づつ保有する。

 3．前項の規定により、協議書を作成した建設計画にあ

って、事業者又はその大規模建築物等に変更があると

きは、事業者（事業者の変更にあっては、変更後の事

業者）は、前各項の規定に基づき協議を行い、協議書

を作成するものとする。

 4．事業者は、第２項又は第３項に規定する協議書に記

載された協議事項を誠実に履行するものとし、当該建

設計画に係る建築物の工事完了後速やかに、建築基準

法第７条第３項の規定による検査済証の写しを区長に

提出し、履行事実の確認を受けなければならない。

 5．区長は、必要と認めるときは事業者又は工事施工者

等(以下「事業者等」という。）に対して、当該大規模

建築物等について報告を求めることができるものとし、

事業者等は区長の求めに応じて要領で定めるところに

より報告書を提出しなければならない。

（標識の設置等）（標識の設置等）（標識の設置等）（標識の設置等）

第７条第７条第７条第７条　事業者は、大規模建築物等を建設しようとする

ときは、近隣関係住民に建設に係る計画の周知を図る

ため、当該計画敷地の見やすい場所に、要領で定める

ところにより標識を設置するものとする。

 2．事業者は、前項の規定により標識を設置したときは、

速やかにその旨を要領で定めるところにより区長に届
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け出るものとする。

（説明会の開催等）（説明会の開催等）（説明会の開催等）（説明会の開催等）

第８条第８条第８条第８条　事業者は、大規模建築物等を建設しようとする

場合においては、その建設計画の概要について、隣接

関係住民に説明会等の方法により、周知を図るよう努

めなければならない。

 2．事業者は、前項の規定によるほか近隣関係住民から

申出があったときは、建設に係る計画の内容について、

説明会等の方法により、近隣関係住民に説明しなけれ

ばならない。

 3．事業者は、第１項の規定により説明会等を行った後、

速やかにその内容について要領で定めるところにより、

区長に報告しなければならない。

 4．区長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、

第２項の規定により行った説明会等の内容について報

告を求めることができる。

（緑地等の確保）（緑地等の確保）（緑地等の確保）（緑地等の確保）

第９条第９条第９条第９条　事業者は、大規模建築物等の建設を計画するに

当たっては、市街地環境の整備改善のため、当該建設

敷地内に、その敷地面積の３パーセント以上の緑地又

は広場等を確保するよう努めるものとする。

（住宅の付置）（住宅の付置）（住宅の付置）（住宅の付置）

第第第第 10101010 条　条　条　条　事業者は、次の各号に定めるところにより、大

規模建築物等のうち延べ面積が 3000 平方メートル以上

のものに、住宅を付置するよう努めなければならない。

(1) 付置する住宅(以下「付置住宅」という。）の用に

供する部分の床面積の合計が、建設計画の敷地に指定

されている都市計画法第８条第１項第１号の規定に定

める用途地域に応じて、商業地域においては、敷地の

面積の 50％以上、商業地域以外の地域においては、敷

地の面積の 100％以上であること。

(2) 付置住宅の専用床面積は、１戸当たり 50 平方メー

トル以上であること。

(3) 前号の規定は、東京都港区共同住宅の２戸１化設

計指導指針により設計されている場合においては、適

用しない。

 2．前項の規定は、区長が特にやむを得ないと認める場

合においては、適用しない。

（付置の特例）（付置の特例）（付置の特例）（付置の特例）

第第第第 11111111 条条条条　事業者は、前条の規定の適用を受ける建築物に

住宅を付置できない場合において、港区内の他の敷地

内に、前条に規定する規模を有する住宅施設を設ける

場合は、当該建築物に住宅を付置しないことができる。

（市街地住宅総合設計制度の活用）（市街地住宅総合設計制度の活用）（市街地住宅総合設計制度の活用）（市街地住宅総合設計制度の活用）

第第第第 12121212 条条条条　事業者は、大規模建築物等の建設を計画するに

当たっては、当該敷地内における緑地等及び付置住宅

の確保を図るため、市街地住宅総合設計制度の活用に

努めるものとする。

（大規模建築物等の維持管理）（大規模建築物等の維持管理）（大規模建築物等の維持管理）（大規模建築物等の維持管理）

第第第第 13131313 条条条条　事業者等は、第 10 条の規定による付置住宅又

は第 11 条の規定による住宅施設が住宅以外の用途に変

更されないよう維持しなければならない。

（是正措置の要請）（是正措置の要請）（是正措置の要請）（是正措置の要請）

第第第第 14141414 条条条条　区長は、この要綱に定める事項に違反した大規

模建築物等については、当該事業者等に対して、これ

らの事項に対する違反を是正するために必要な措置を

とることを要請することができる。

（公　　表）（公　　表）（公　　表）（公　　表）

第第第第 15151515 条条条条　区長は、前条の規定による要請をした場合にお

いて、その要請を受けた者がその要請に正当な理由が

なく従わないときは、その旨を公表することができる。

（委　　任）（委　　任）（委　　任）（委　　任）

第第第第 16161616 条条条条　この要綱に規定するものを除くほか、この要綱

の施行について必要な事項は、要領で定める。

（条例との整合）（条例との整合）（条例との整合）（条例との整合）

第第第第 17171717 条条条条　この要綱の適用を受ける建築物で「東京都港区

中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する

条例」(以下「紛争予防条例」という。)の適用を受け

るものであるときは、この要綱と重複する事項につい

ては、紛争予防条例を適用し、この要綱の規定は適用

しない。

付　　則付　　則付　　則付　　則

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

 1．この要綱は、昭和 60 年６月１日から施行する。

（適用除外）（適用除外）（適用除外）（適用除外）

 2．この要綱の施行の際、既に事業者が紛争予防条例第

７条第３項に掲げる手続をした場合にあっては、この

要綱の規定は、適用しない。
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大規模建築物等の建設計画の事前協議に関する実施要領大規模建築物等の建設計画の事前協議に関する実施要領大規模建築物等の建設計画の事前協議に関する実施要領大規模建築物等の建設計画の事前協議に関する実施要領

（趣　　旨）（趣　　旨）（趣　　旨）（趣　　旨）

第１条第１条第１条第１条　この要領は、大規模建築物等の建設計画の事前

協議に関する指導要綱(昭和 60 年５月 25 日 60 港都建

第 72 号。以下「要綱」という。)の施行について必要

な事項を定めるものとする。

（用　　語）（用　　語）（用　　語）（用　　語）

第２条第２条第２条第２条　この要領で使用する用語は、要綱で使用する用

語の例による。

（事前協議）（事前協議）（事前協議）（事前協議）

第３条第３条第３条第３条　要綱第６条第１項に規定する協議をしようとす

るときは、別記第１号様式による。

 2．要綱第６条第２項に規定する協議書は、別記第２号

様式による。

 3．事業者等は、要綱第６条第５項に規定する報告を求

められたときは、別記第３号様式により区長に報告し

なければならない。

（標識の様式）（標識の様式）（標識の様式）（標識の様式）

第４条第４条第４条第４条　要綱第７条第１項に規定する標識(以下｢標識｣と

いう。）の様式は、別記第４号様式による。

（標識の設置場所）（標識の設置場所）（標識の設置場所）（標識の設置場所）

第５条第５条第５条第５条　標識は、建設敷地の道路に接する部分（建設敷

地が２以上の道路に接するときは、それぞれの道路に

接する部分）に、地面から標識の下端までの高さがお

おむね１メートルとなるよう設置しなければならない。

（標識の設置期間）（標識の設置期間）（標識の設置期間）（標識の設置期間）

第６条第６条第６条第６条　標識の設置期間は、協議申出書を提出する前か

ら協議の成立した日までの間とする。

（標識の設置方法等）（標識の設置方法等）（標識の設置方法等）（標識の設置方法等）

第７条第７条第７条第７条　事業者は、風雨等のため容易に破損又は倒壊し

ない方法で標識を設置するものとし、その記載事項が

設置期間中不鮮明にならないよう雑持管理するものと

する。

（標識記載事項の変更）（標識記載事項の変更）（標識記載事項の変更）（標識記載事項の変更）

第８条　第８条　第８条　第８条　事業者は、大規模建築物等の建設計画を変更し

たときは、速やかに標識の当該記載事項を訂正するも

のとし、その旨区長に届け出るものとする。

（標識の設置届）（標識の設置届）（標識の設置届）（標識の設置届）

第９条　第９条　第９条　第９条　事業者は、要綱第７条第２項に規定する届け出

をしようとするときは、別記第５号様式により区長に

届け出るものとする。

（説明会の開催等）（説明会の開催等）（説明会の開催等）（説明会の開催等）

第第第第 10101010 条条条条　事業者は、要綱第８条第１項又は第２項に規定

する説明会を開催しようとするときは、開催日の５日

前までに、日時及び場所を記載した案内板を標識に近

接した位置に設置する等の方法により隣接関係住民又

は近隣関係住民に周知させるものとする。

 2．要綱第８条第１項に規定する建設計画の概要につい

て周知すべき事項は、建設計画の敷地の利用計画とす

る。

 3．要綱第８条第２項に規定する建設計画の内容につい

て周知すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 建設計画の敷地の利用計画

(2) 建設計画の敷地の利用計画に伴って生ずる周辺の

生活環境に及ぼす著しい影響及びその対策

（説明会等の報告）（説明会等の報告）（説明会等の報告）（説明会等の報告）

第第第第 11111111 条条条条　事業者は、要綱第８条第３項に規定する報告を

しようとするときは、協議の成立する前に別記第６号

様式及び第６号様式の２により区長に報告しなければ

ならない。

 2．事業者は、要綱第８条第４項に規定する報告を求め

られたときは、別記第６号様式及び第６号様式の２に

より区長に報告しなければならない。

（緑地等の位置）（緑地等の位置）（緑地等の位置）（緑地等の位置）

第第第第 12121212 条条条条　要綱第９条に規定する緑地又は広場は、原則と

して道路沿いとし、ヘイ等で囲わないこととする。

（大規模建築物等の維持管理）（大規模建築物等の維持管理）（大規模建築物等の維持管理）（大規模建築物等の維持管理）

第第第第 13131313 条条条条　事業者等は、協議書に記載された協議事項の維

持管理を適切に行なうことについて、協議成立と同時

に別記第７号様式による誓約書を区長に提出しなけれ

ばならない。

（公表の方法）（公表の方法）（公表の方法）（公表の方法）

第第第第 14141414 条条条条　要綱第 15 条に規定する公表は、港区役所前掲

示場及び支所前掲示場に掲示する等の方法により行う。

付　　則付　　則付　　則付　　則

この要領は、昭和 60 年６月１日から実施する。
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多摩市世論調査から

①　定住指向

（問）　　あなたは、これからも多摩市に住み続けたいと思いますか。

（答） 定住意向定住意向定住意向定住意向（経年比較）（経年比較）（経年比較）（経年比較）

地域別　定住意向地域別　定住意向地域別　定住意向地域別　定住意向
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地区別　定住意向地区別　定住意向地区別　定住意向地区別　定住意向
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②　地域活動への参加

（問）　　あなたは、お住まいの地域の活動にどの程度参加しますか。

地域地域地域地域・・・・職業別　地域活動への参加職業別　地域活動への参加職業別　地域活動への参加職業別　地域活動への参加



既存地域（n＝415）

その他・わからない
地区別　地域活動への参加地区別　地域活動への参加地区別　地域活動への参加地区別　地域活動への参加
－20－

居住年数別　地域活動への参加居住年数別　地域活動への参加居住年数別　地域活動への参加居住年数別　地域活動への参加

ニュータウン地域（ｎ＝621）



③　近所づきあい

（問）　　近所づきあいについて、あなたはどうお考えですか。
地区別　近所づきあいについての考え地区別　近所づきあいについての考え地区別　近所づきあいについての考え地区別　近所づきあいについての考え
－21－



住居形態別　近所づきあいについての考え住居形態別　近所づきあいについての考え住居形態別　近所づきあいについての考え住居形態別　近所づきあいについての考え
－22－
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複合機能をめざすニュータウン開発複合機能をめざすニュータウン開発複合機能をめざすニュータウン開発複合機能をめざすニュータウン開発

年度別計画面積
地　区　名 開発

規模
処分
面積 62 年度 63 年度 64 年度

誘　致　施　設

つくばテクノパーク豊里 69ha 46ha 30ha 16ha － ha 研究開発型生産工場

つくばテクノパーク大穂    41    34    ―     15     19 〃

北 竜 台   327    36    16      5      9 大学等､研究・研修所､業務施設

龍 ヶ 岡   345    53    ―    ―      5 〃

つ く ば の 里 工 業 団 地    90    50    30     20    ― 工　場

北 守 谷   261     6     6    ―    ― 大学等､研究・研修所､病院､商業業務施設

南 守 谷   159     8     8    ―    ― 大学等､研究・研修所､商業業務施設

小 絹    85    18    18    ―    ― 〃

南 台    74    14     9      5    ― 〃

千 葉 ニ ュ ー タ ウ ン 1,933   149    13      7      6 大学等､研究・研修所､商業業務施設

千 葉 東 南 部   605    57    13    ―      9 研究・研修所､大学等､医療､スポーツ､商業業務

千 原 台   369    69    15      4     28 〃

八 千 代 ゆ り の 木 台    98    10     5      3    ― 商業業務施設､大学等､研究・研修所

多 摩 ニ ュ ー タ ウ ン 1,437   256    16     21     28 商業業務施設､研究所他

霞 ヶ 関    70    16    15    ―      1 大学等､商業業務施設

杉 戸 高 野 台   118     8    ―    ―      8 研究・研修所､大学等

五 霞 原 宿 舎    51     3     3    ―    ― 大学等､研究・研修所､病院、商業業務施設

加 須 大 利 根    97    43    43    ―    ― 工場等

自 治 医 科 大 学 周 辺   182    13    11      2    ― 大学等､研究・研修所､商業業務施設

港 北 ニ ュ ー タ ウ ン 1,317    ―     5      5      5 業務施設､研究所他

日刊建設工業新聞　６２．３．２３
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ホビーやクラフトワーホビーやクラフトワーホビーやクラフトワーホビーやクラフトワー
プラス１の創造空間をプラス１の創造空間をプラス１の創造空間をプラス１の創造空間を

プロムナードに沿って建つ中層住宅

ス付のプラス 1 住宅。フリースペー

物、染色、彫金、人形づくり、パッチ

ンドグラス…など趣味や創造活動の

る、プラス 1 の空間です。住宅部分

たスペースとして使用でき、プロム

然に街とのつながりが生まれるプラ

屋根、レンガ調タイルに囲まれた出

など、外観もひとつひとつ個性的な

彩りを添える、アトリエ風の建物で
プラスプラスプラスプラス
ワンワンワンワン

１１１１住宅住宅住宅住宅
（フリースペース付住宅）

〈Ｆタイプ〉〈Ｆタイプ〉〈Ｆタイプ〉〈Ｆタイプ〉
－25－

クを楽しむためのアトリエとして使えるフリースペース。クを楽しむためのアトリエとして使えるフリースペース。クを楽しむためのアトリエとして使えるフリースペース。クを楽しむためのアトリエとして使えるフリースペース。
もつあたらしいプランの住宅です。もつあたらしいプランの住宅です。もつあたらしいプランの住宅です。もつあたらしいプランの住宅です。

の 1 階 23 戸が、フリースペー

スは、たとえば絵画、音楽、織

ワーク､レザークラフト、ステ

工房、アトリエ、教室等に使え

とつながっていながら、独立し

ナードからの出入りも自由。自

ンニングです。丸い屋根や三角

窓、ガラスブロックの壁にドア

造り。プロムナードにゆたかな

す。広さは約 9ｍ２～37ｍ２、

場所をとるクラフトワークや人の集まりにも、じゅうぶん対応できます。

ご使用目的に応じて、お選びください。

住宅部分は、2ＬＤＫ（61ｍ２～72ｍ２）、3ＬＤＫ（86ｍ２～96ｍ２）、4Ｌ

ＤＫ（96ｍ２～99ｍ２）で全戸に専用庭がついています。フリースペース

と住宅部分は渡り廊下でつながったタイプ、1 ・ 2 階のメゾネットにな

ったタイプなどがあります。

和室には家具調掘ごたつ、キッチンには床下収納庫など、設備も

充実。1 階住宅部分にはブラインドシャッターを設置してあります

から、防犯面でも安心です。また、フリースペースには、開口部

上部を利用して、庇、シャッターを取りつけることもできます。
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詳しくは、お気軽においでいただくか、お電話下さい。
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IIIIIIIIIIII    「工場」の変容「工場」の変容「工場」の変容「工場」の変容
川崎市における主要移転企業一覧表（移転面積 10,000ｍ２以上）

（昭和 60 年川崎市調査）

NO． 移転年 事　業　所　名 所　在　地 移 転 面 積      跡　地　利　用 移 転 先 等     

1 44 東 京 製 鋼           (株) 幸.河原町1
ｍ2

154,600 公営住宅 茨 城 県
2 47 多 摩 機 械 工 業           (株) 中.市ノ坪581 14,316 公営住宅.
3 48 新 日 本 製 鉄           (株) 川.浅野町3 48,921 タクシーサービスセンター他
4 〃 新日本製鉄(株)　川崎製鉄所 川.大師河原2244 141,604 工場
5 〃 福 岡 製 紙           (株) 幸.小倉1630 12,481 公営住宅・公園 伊 勢 原 市
6 49 新 和 機 械 工 業           (株) 川.日進町23-7 10,518 マンション
7 〃 (株)日 立 製作所川崎工場           幸.鹿島田890 131,674 工場(日立精工) 茨 城 県
8 〃 千代田紙工業       (株)東京工場 川.四谷下町26-1 13,200 商業
9 50 (株)東 京 鍛 工 所           川.四谷下町25-1 39,765 県立大師高校 宮 城 県
10 〃 日 魯 漁 業           (株) 川.白石町4-3 13,049 倉庫 干 葉 県
11 〃 東京芝浦電気       (株)塚越工場 幸.塚越4丁目 14,764 マンション
12 〃 東 芝 電 気 硝 子           (株) 川.小田栄2丁目 31,567 県立川崎南高校
13 〃 富士三機鋼管       (株)川崎工場 川.南渡田2730 49,126 トラック団地
14 〃 小 松 部 品           (株) 多.高石2 9,900 マンション 厚 木 市
15 51 三菱化成工業(株)総合研究所 高.久本290 36,300 事務センター・学校 横 浜 市
16 〃 新 日 本 鍛 工           (株) 川.小田7-3-1 22,859 防災基地 茨 城 県
17 〃 日 本 鋼 管      (株)(昭和地区) 川.扇町5 57,681 工業団地 市 内
18 〃 新 和 機 械 工 業           (株) 川.日進町23-7 10,500 公園・マンション 新 潟 県
19 52 特 殊 製 鋼       (株)塩浜工場 川.塩浜3-24 125,612 工業団地'陸運事務所他 合 併
20 〃 不二サッシ工業(株)玉川工場 中.今井上町53 18,697 工場(キャノン) 集 約
21 〃 池 貝 機 工           (株) 高.坂戸100 (一部)26,397 工場(サイバネット) 合 併
22 〃 佐 野 鋼 管             幸区 12,372 公営住宅
23 〃 タ カ ラ 工 業           (株) 幸.塚越4-314 9,654 研修所他
24 〃 藤 崎 鉄 工           (株) 川.藤崎1-78 9,968 公園・マンション
25 53 川 崎 重 工 業           (株) 川.田辺新田8-1 26,855 倉庫(日通商事) 千 葉 県
26 〃 (株)電 元 社 製 作 所           多.生田1730 (一部)12,946 市立中学校
27 〃 日 本 ヒ ュ ー ム 管           (株) 高.下作延1358 (一部)10,099 市立小学校
28 〃 日 本 鋼 管      (株)(大島地区) 川.浅野町35 184,799 工業団地・公共用地 市 内
29 54 東 洋 通 信 機           (株) 幸.塚越3-484 (一部)12,000 賃貸ビル 高座郡寒川町
30 〃 東京芝浦電気       (株)玉川工場 高.久本30-1 56,761 マンション 栃 木 県
31 〃 昭 和 油 化       (株)川崎工場 川.千鳥町5 246,525 工場(東燃石油)
32 〃 昭 和 電 工           (株) 川.扇町5-1 374,300 工場(東燃石油) 再 編
33 〃 日 本ビタミン油工業           (株) 中.中丸子155 9,239 公共用地
34 〃 新 光 合 成 樹 脂           (株) 多.登戸3816 10,772 工場
35 55 大 日 日 本 電 線           (株) 川.日進町1-2 51,946 商業・業務・住宅 埼 玉 県
36 〃 京阪煉炭工業       (株)川崎工場 川.白石町3-1 11,719 アスファルト工場 再 編
37 〃 沖 電 線           (株) 中.下小田中629 (一部)35,430 鉄道高架代替 群 馬 県
38 〃 明 治 製 糖           (株) 幸.堀川町580 40,016 テクノピアパート1 千 葉 県
39 〃 サ イ バ ネ ッ ト 工 業           (株) 高.坂戸100 28,578 中学校・マンション
40 〃 (株)徳 田 製 作 所           高.二子371 11,137 学校 座 間 市
41 〃 自 動 車 鋳 物           (株) 幸.小倉1684-1 52,136 トラック集配所
42 〃 浮 島 鋼 板 加 工           (株) 川.浮島町360 27,544 工場(大王製紙)
43 56 東 洋 製 鋼           (株) 川.京町2-24-1 38,731 住宅・雨水滞溜池 茨 城 県
44 〃 日 本 鋼 管      (株)(田辺倉庫) 川.南渡田1－1 27,513 社宅 市 内
45 〃 日 立 精 工           (株) 幸.鹿島田890 116,000 住宅・商業 海 老 名 市
46 57 二 国 機 械 工 業           (株) 高.久本135 9,064 学校(洗足) 市 内
47 58 (株)キ ト ー           多.中野島1084 37,165 マンション 山 梨 県
48 59 宝 栄 工 業       (株)溝口工場 高.二子745 15,081 栃 木 県
49 〃 日 新 化 工           (株) 中.宮内1570 9,841 倉庫・工場 千 葉 県
50 60 日 立 超 硬           (株) 高.二子550 13,000 千 葉 県
51 〃 (株)東京衡機製造所溝口工場 高.久本87 11,510 津 久 井 郡
52 〃 池 貝 鉄 工       (株)溝口工場 高.坂戸100 54,427 かながわサイエンスパーク 茨 城 県
53 61 (株)荏 原 製作所川崎工場           中.西加瀬50 (一部)100,026 工場(三菱自動車) 藤 沢 市
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工業地域における共同住宅の建築に関する指導基準
（昭和 54 年 10 月１日決定）

第第第第 1111　　　　趣旨

　工業地域における共同住宅の建築が工場の生産環境，共同住宅居住者の生活環境等の面で障害をもたらすことにかん

がみ，土地利用の適正化を図り，もって良好な生産環境及び生活環境を確保するため，工業地域における共同住宅の建

築についての指導は，法令等に定める基準によるもののほか，この基準により行うものとする。

第第第第 2222　　　　性格

　この指導基準は，国土利用計画法（昭和 49 年法律第 92 号），都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号），建築基準法（昭

和 25 年法律第 201 号）の事前協議に際しての基準となるとともに，市町村における開発指導要綱等の準則となるもの

である。

第第第第 3333　定義

　この指導基準において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。

１　工業地域 都市計画法第８条第１項第１号に規定する工業地域をいう。

２　工業専用地域 都市計画法第８条第１項第１号に規定する工業専用地域をいう。

３　住居地域 都市計画法第８条第１項第１号に規定する住居地域をいう。

４　共同住宅 敷地面積が 1，000 平方メートル以上の一団の土地に建設される地上 3 階以上の共同住宅形式の建

物をいう。

５　指導地域 工業地域のうち，将来，工業専用地域に編入することが見込まれる区域又は工場を誘導する必要

性が見込まれる区域をいう。

６　日影規制 建築基準法第 56 条の２に規定する日影による中高層の建築物の高さの制限をいう。

７　工業用地 工場の効用を果たすために現に工場の用に供されている一団の土地をいう。

第第第第 4444　建築のための指導

　工業地域において共同住宅を建築するに当たっては，次の各号に規定する事項を遵守させるよう指導するものとする。

１　当該共同住宅の建築計画について，あらかじめ共同住宅の建築予定地（以下「建築予定地」という。）の存する工

業地域に係る地域工業団体と協議すること。

２　共同住宅は，住居地域の日影規制を充足すること。

　　ただし，当該共同住宅の敷地の北側が工場用地である場合は，この限りでない。

３　共同住宅の建築に当たって，入居者の環境保全対策として，騒音及び振動の防止のための措置を講ずること。

４　共同住宅の建築に当たり，別に指示する緩衝緑地を設置すること。

５　共同住宅の分譲又は賃貸に当たって，当該共同住宅の敷地が工業地域であること，近隣工業の業種等について購入

又は賃借予定者に周知すること。

第第第第 5555　　　　建築規制の指導

　第４にかかわらず，建築予定地が，指導地域であり，かつ，次のいずれかに該当する場合は，当該共同住宅の建築の

規制を指導するものとする。

　ただし，当該共同住宅の建築を予定している工業地域に工場等を有している者が，寮又は社宅の用に供するため当該

共同住宅を建築しようとするときは，この限りでない。

１　建築予定地の周囲（直接の隣接地及び幅 20 メートル以下の道路，河川区域等をはさんでの隣接地をいう。）延長の

４分の３以上を工場用地が囲んでいる場合。

２　建築予定地の周囲が，工業地域又は工業専用地域であって，周囲延長の２分の１以上を工場用地が囲んでおり，か

つ，当該建築予定地の存する工業地域の 75 パーセン以上が工場用地となっている場合。

３　建築予定地における一連の計画に係る予定建築物の戸数が 150 戸以上の場合。

6666　市町村の自主的基準

　土地利用計画，公共公益施設の整備等の状況により，市町村が特段の必要性を認める場合は，市町村は，この指導基準

の趣旨を尊重しつつ，第５について開発指導要綱等の定めるところにより，必要な強化若しくは緩和ができるものとする。

附　則

この指導基準は，昭和 54 年 10 月 10 日から施行する。
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内陸部工業地域・準工業地域及び商業地域

近隣商業地域内開発事業指導基準　（昭和 51 年８月制定）

　適用範囲　適用範囲　適用範囲　適用範囲

　この基準は、内陸部工業地域・準工業地域及び商業地域・近隣商業地域内で行われる開発事業で団地造成事業等施行

基準（以下「施行基準」という。）の適用になる開発事業について適用する。

　内陸部工業地域　内陸部工業地域　内陸部工業地域　内陸部工業地域・・・・準工業地域準工業地域準工業地域準工業地域

(1) 指導基準

ア　本市土地利用構想等から判断して本市が適当でないと認めるときは、当該地内の開発事業は避けるものとする。

イ　本市土地利用構想等から判断して本市が当該地内で開発事業を行うことがやむを得ないと認めるときは、次の事

項を遵守するものとする。

(ｱ) 施行基準に基づく市街地開発等にあっても「二次開発等に関する公共的空地整備基準」(同基準第３項に掲げ

る法令等の適用を受ける場合は除く。）及び｢二次開発等に関する公益施設整備基準」等の緩和措置は適用しない。

ただし、市街地開発の場合で社宅、寮等の建設を目的とする開発事業にあっては、当該計画人口が開発区域

の計画前の人口を超える場合、その超過人口について公益施設整備に関する負担を算出する。

(ｲ) 開発事業の施設計画については、原則として将来想定される新用途地域の制限内で計画すること。

(ｳ) 本市が必要と認めるときは、施行基準が要請する整備及び負担基準以上の整備、負担をすること。

(2) 手　　続

ア　当該地内に開発事業を計画する起業者は、事前に「内陸部工業地域・準工業地域内開発計画相談書」を本市に提

出するものとする。

イ　開発事業を計画するに至った理由が妥当なものについては、アの相談書を受理し本市土地利用構想等から判断し

た上で、その適否を申請者に通知するものとする。

　商業地域　商業地域　商業地域　商業地域・・・・近隣商業地域近隣商業地域近隣商業地域近隣商業地域

(1) 指導基準

ア　川崎市都市整備構想等に基づく都心、新都心及び副都心地区で当分の間、別添図面に示す区域を商業・業務施設

整備重点地区（以下｢重点地区｣という。）とし、重点地区での開発事業は、避けるものとする。ただし、次の各号

の一に該当する場合はこの限りでない。

(ｱ) 重点地区内で行われる都市計画法に基づく市街地開発事業としての土地区画整理事業、市街地再開発事業等別

途指導を受ける場合

(ｲ) (ｱ)以外で原則として３階層以上商業・業務施設を設置する場合

イ　前記以外の商業地域及び近隣商業地域については、次の事項を遵守するものとする。
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用途
地域

指定容積率 ゾーニング 指　　導　　内　　容

商

業

地

域

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400パーセント

500パーセント

及び

600パーセント

商業・業務環

境整備地区

1.　建築物については、原則として１階層以上商

業・業務施設を設置すること。

2.　建築物の住居用部分(当該部分に附属するエレ

べーター、廊下等の施設を含む)の容積率は、原

則として300パーセント以内とする。ただし、東

横線以東の開発事業は、この限りでない。

近
隣
商
業
地
域

 
 
 
 
 
 

300パーセント

及び

400パーセント

近隣商業施設

整備地区

東横線以西で行われる開発事業については、商

業地域に準じて原則として１階層以上商業・業務

施設を設置すること。

ウ　開発事業を計画するにあたっては、防災及び防犯等の安全性を確保するため、商業・業務施設部分と住居用部分

の出入口又は階層を分離するなどの配慮をすること。

(2) 手　　続

ア　当該地内に開発事業を計画する起業者は、事前に「商業地域・近隣商業地域内開発計画相談書」を本市に提出す

るものとする。

イ　開発事業を計画するに至った理由が妥当なものについては、アの相談書を受理し、本指導基準との適合性を判断

した上で、その適否を申請者に通知するものとする。

附　　則附　　則附　　則附　　則

この改正基準は、昭和 54 年４月１日から施行する。

附　　則附　　則附　　則附　　則

この改正基準は、昭和 58 年５月１日から施行する。
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商業・業務施設整備重点地区略図



保

を

　

興

を

　

と

れ

　

地

業

川 崎 市    
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生産環境と住環境の調和のとれた街づくりを生産環境と住環境の調和のとれた街づくりを生産環境と住環境の調和のとれた街づくりを生産環境と住環境の調和のとれた街づくりを
推進するために推進するために推進するために推進するために（お願い）（お願い）（お願い）（お願い）

川崎市におきましては、従来より本市土地利用構想等に基づき、市内工業者が将来とも安心して操業できる立地条件の

全を図り、生産環境と住環境の調和のとれた街づくりを推進するため、関係各位の御理解と御協力を得て、大きな成果

挙げてきたところです。

京浜工業地帯の中核として発展を遂げてまいりました本市にとって、工業は市内産業の根幹をなすものであり、その振

は本市の将来展望を語るうえで必要不可欠のものです。また、その一方で川崎は首都圏における住宅都市としての性格

強めつつあり、このふたつの性格の調和のとれた都市としての発展を展望することが必要です。

そのため、21 世紀の本市将来像を展望する「2001 かわさきプラン」に基づき、工業適地への工業立地の促進に努めると

もに、開発事業者の方々の御協力を得つつ本市諸計画に適合する街づくりを推進し、この生産環境と住環境の調和のと

た街づくりを更に一層推進してまいります。

そこでこのたび本市におきましては、「工業適地データ・バンク」制度を創設するとともに、「内陸部工業地域・準工業

域内開発事業指導基準細則」を定めることといたしました。

つきましては、工場用地の取得あるいは既存用地の転用等に際しましては、この趣旨を御勘案のうえ、工業適地への工

立地の促進並びに市内工業者の生産環境の保全につき、なお一層の御協力をお願いいたします。
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内陸部工業地域内陸部工業地域内陸部工業地域内陸部工業地域・準工業地域内開発事業指導基準細則・準工業地域内開発事業指導基準細則・準工業地域内開発事業指導基準細則・準工業地域内開発事業指導基準細則

　　　　趣 旨趣 旨趣 旨趣 旨                    

　この細則は、内陸部工業地域・準工業地域及び商業地域・近隣商業地域内開発事業指導基準第２項に規定する指導基

準及び手続について必要な事項を定めるものとする。

　　　　定 義定 義定 義定 義                    

　この細則において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによるほか、団地造成事業等施行基準において使

用する用語の例による。

(1) 工場等　　製造工場、研究所、事務所、倉庫等工業の利便を増進する施設をいう。

(2) 住宅等　　住宅、店舗等前号以外の施設をいう。

(3) 空地等　　田、畑、駐車場、遊休地等の空間を形成しているものをいう。

　地区の区分及び指定　地区の区分及び指定　地区の区分及び指定　地区の区分及び指定

　工業地域及び準工業地域については、次の各号に定める地区に区分し、別図１のとおり指定する。

(1) 工場優先地区　　工場等の集積度が高く、工場等用地を保全するとともに、将来にわたって工場等を誘致し、更に

集積度を高めていく地区

(2) 工場存続地区　　工場等の集積度が高く、工場等用地を保全していく地区

(3) その他の工場存続地区　　工場等と周辺地域とが調和した土地利用を図る地区とし、地区内工場等用地の保全につ

いては企業者の自主性を尊重する。

　開発事業の指導基準の原則　開発事業の指導基準の原則　開発事業の指導基準の原則　開発事業の指導基準の原則

　工業地域又は準工業地域内の土地を開発区域に含む開発事業は、原則として行わないものとする。ただし、当該開発

事業が開発区域内及びその周辺に立地する工場等の生産環境を著しく阻害するおそれがないと認められる場合は、この

限りでない。

　ただし書該当開発事業の要件　ただし書該当開発事業の要件　ただし書該当開発事業の要件　ただし書該当開発事業の要件

　工業地域又は準工業地域内の土地を開発区域に含む開発事業が、開発区域内及びその周辺に立地する工場等の生産環

境を著しく阻害するおそれがないものとして前項ただし書に該当するためには、次の要件を具備することを要する。

(1) 開発区域が工場等の敷地に接する部分の周囲延長の和が周囲総延長に占める割合が、地区の区分及び開発区域の現

況の区分に従い、別表に定める割合を超えないものであること。

(2) 開発区域内及びその周辺に立地する工場等を営む工業者と協議し、その生産環境を阻害することのないよう配慮し

その同意を得ること。

　ただし書該当開発事業認定の手続　ただし書該当開発事業認定の手続　ただし書該当開発事業認定の手続　ただし書該当開発事業認定の手続

(1) 工業地域又は準工業地域内の土地を開発区域に含む開発事業をただし書該当開発事業として行おうとする者（以下

「相談者｣という。）は、当該開発事業の計画について開発区域内において土地を所有する者の同意を得たうえで、工

業系用途地域内開発事業計画事前相談書（第１号様式）に、次の図書を添えて市長に提出するものとする。
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ア　開発区域の案内図

イ　開発区域図及び施設配置図（基本プラン）

ウ　開発区域及び周辺の利用現況図

エ　周囲延長基準の適用になるものについては、現地測量に基づく周囲総延長及び工場等と接する部分の延長を表示

した図面

オ　開発区域に係る土地登記簿謄本及び公図の写し

カ　土地所有者の同意を証する書類

キ　その他必要と認められる図書

(2) 市長は、前号の事前相談を受けた場合は、前項第１号の要件を具備するか否かを審査し、その結果を相談者に連絡

するものとする。

(3) その開発事業に係る計画が前項第１号の要件を具備するとの連絡を受けた相談者は、開発区域内及びその周辺に立

地する工場等を営む工業者に開発事業計画の内容を説明し、生産環境の保全につき協議し、その同意を得るものとす

る。この場合において、生産環境を保全するための施策については、開発区域内工場等及び周辺工場等の操業の実態

等を勘案し、将来的にも十分実効の期待できるものとするよう誠意をもって協議するものとする。

(4) 前号の説明及び協議を完了したときは、周辺工場等協議結果報告書（第２号様式）に所要の書類を添えて市長に提

出するものとする。

(5) 市長は、前号の報告書の提出を受けた場合は、前項第２号の要件を具備するか否かを審査し、要件を具備すると認

めるときは、当該事前相談に係る開発事業計画が第４項ただし書に該当する旨認定するものとする。

(6) 事前相談に関する図書を提出した後、計画に変更を生じたときは、相談者は、速やかにその変更の内容を届け出な

ければならない。ただし、軽易なものについてはこの限りでない。

7.7.7.7.　事務の所管　事務の所管　事務の所管　事務の所管

　この細則に定める事務は、企画調整局企画部調整課及び経済局産業部工業課が共同して当たるものとする（別図２参

照）。

8.8.8.8.　実施期日　実施期日　実施期日　実施期日

　この細則は、昭和 60 年６月１日から実施する。
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別　表

開発区域が周辺の工場等の敷地と接する部分の割合開発区域が周辺の工場等の敷地と接する部分の割合開発区域が周辺の工場等の敷地と接する部分の割合開発区域が周辺の工場等の敷地と接する部分の割合

開発区域の現況
地　区

工　場　等 空　地　等 住　宅　等

工 場 優 先 地 区          ※ 1／ 8 1／ 2

工 場 存 続 地 区          1／ 8 1／ 4

その他の工場存続地区 1／ 2

注 1.　工場優先地区において現況が工場等である土地を開発区域に含む開発事業は、行わない

ものとする。

注 2.　工場等の敷地との間に道路、河川等が介在する場合、その幅員が６ｍに満たないもので

あるときは、当該敷地と接しているものとみなす。

別図 1　（省略）

地区指定図について閲覧を希望する方は、企画調整局企画部調整課又は経済局産業部工業課まで申し出てください。
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別図２

・細則第４項ただし書の認定を受けられた相談者は, 企画調整局調整課にて「団地造成事業等施行基準」に係る相談を受けて下さい。

計 画 の 見 直 し

相 談 者     

市 工 業 課     

要件具備 要件に具備しない

要件具備 要件に具備しない

内陸部工業地域又は準工業地域内に開発事業を計画

土地所有者の同意を得て事前相談書を提出

細 則 第 ５ 項 第 １ 号 の 審 査

開発区域内及び周辺工場等の同意をとりつける

協 議 結 果 報 告 書 を 提 出

細 則 第 ５ 項 第 ２ 号 の 審 査

細 則 第 ４ 項 た だ し 書 認 定 計 画 の 見 直 し

企 画 調 整 局 調 整 課

細 則 に 基 づ く 手 続 フ ロ ー                       
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工 業 地 域 等 に お け る 住 宅 開 発 指 導 要 綱工 業 地 域 等 に お け る 住 宅 開 発 指 導 要 綱工 業 地 域 等 に お け る 住 宅 開 発 指 導 要 綱工 業 地 域 等 に お け る 住 宅 開 発 指 導 要 綱                                                                                                    

目 的    ）

１ 条   　この要綱は、相模原市開発行為指導要綱（昭和 53 年４月１日制定）及び相模原市建築物指導要綱（昭和 56 年

10 月１日制定）に定めがあるもののほか、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第８条第１項第１号に規定する工業地

域及び準工業地域として同法第 19 条第１項の規定により本市の都市計画で定められた地域（準工業地域のうち既存の工

場等に接していない土地を除く。以下「工業地域等」という。）における住宅開発に関し必要な指導を行い、もって工業

地域等における良好な生産環境と居住環境の調和を図ることを目的とする。

定 義    ）

２ 条   　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発指導区域……工業地域等で、この要綱に基づく指導が行われる区域をいう。

(2) 住宅開発……開発指導区域内における①開発区域の面積が、500 平方メートル以上のもので住宅建築を目的とした

行為及び開発区域の面積が、②500 平方メートル未満の場合であっても、地上３階建以上の共同住宅の建築を目的と

した行為をいう。

(3) 開発者……前号の行為を行おうとする者及び開発予定地の所有者をいう。

(4) 工場等……工場又は倉庫の用に供する建築物をいう。

開発者の責務）

３ 条   　開発者は、市の土地利用に関する施策に協力し、及び住宅開発の予定地(以下「開発予定地」という。）に隣接

し、又は近接する工場等の事業目的と開発予定地の居住環境との調和を図るよう努めるものとする。

工場等又は工場等の用地の所有者の責務）

４ 条   　開発予定地に隣接し、又は近接する工場等の所有者は、開発者が策定した開発計画について、この要綱に定め

る手続が適正かつ円滑に運用されるように協力するものとする。

.　工業地域等の工場等の用地の所有者は、当該工場等の跡地を原則として住宅の用に供さないものとする。

市長の責務）

５ 条   　市長は、工業地域等における工業の生産環境と居住環境との調和が図られるよう努めるものとする。

住宅開発の自粛）

６ 条   　開発者は、開発予定地が次の各号の一に該当するときは、住宅開発を自粛するものとする。

(1) 開発予定地と工場等の用地が接する場合(開発予定地と工場等の用地の間に幅員６メートル未満の道路等が介在す

る場合は、当該開発予定地と当該工場等の用地が接しているものとみなす。)において、その接する土地の長さが当該

開発予定地の周囲の長さの３分の１以上の場合であるとき。

(2) 工業地域のうち市長が工場周辺の環境を勘案し、工業を特に保全すべき必要があると認めた区域であるとき。

開発基準）

７ 条   　開発者は、開発指導区域内において開発等を行う場合、開発予定地に隣接する工場等の用地の間に当該工場等

の事業内容又は開発等に伴う建築物の規模に応じて、幅員６メートル以上の緩衝帯を設けるものとする。この場合にお
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いて、既存の道路等の幅員を当該緩衝帯に含めることを妨げない。

2.　開発者は、隣接地との間に設けた緩衝帯が良好な居住環境を確保するための緩衝機能として十分活かされるよう計画

するとともに、その管理及び保全については、市長の指示に従うものとする。

3.　開発者は、開発予定地に隣接し、又は近接する工場等に対し、開発等の内容を十分に説明し、理解が得られるよう努

めるものとする。

4.　開発者は、住宅の分譲等に際し、当該地域が工業地域等であることを明らかにするとともに開発予定地に表示板（別

記様式）により、隣接し、又は近接する工場等の業種、公害規制基準値等を明示しなければならない。

5.　前項の表示板の設置期間は、住宅の分譲等の開始から完了までとする。

（開発計画申出書等）

第 ８ 条    　開発者は、開発指導区域内において、住宅開発をしようとするときは、都市計画法第 30 条第１項、建築基準法

（昭和 25 年法律第 201 号）第６条第１項に定める手続を行う前に、次の各号に掲げる図書を添えて市長に開発計画申出

書（以下「申出書」という。）を提出しなければならない。

(1) 配置計画書

(2) 周辺の土地利用現況図

(3) その他建築計画に関する図書

2.　開発指導区域内において、国土利用計画法（昭和 49 年法律第 92 号）第 14 条第 1 項に規定する土地売買等の契約を締

結しようとする者は、同法第 23 条第１項の届出をする前に、市長に申出書を提出するものとする。

3.　市長は、申出書の提出があったときは、別に定める工業地域等開発指導調整会議において、当該申出書の開発計画が

この要綱の規定に適合するかどうかを審査するものとする。

4.　市長は、前項の規定により審査した後、その結果を速やかに開発者等に審査結果通知書（以下「通知書」という。）に

より通知するものとする。この場合において、通知書に指導事項を付記するものとする。

5.　開発者等は、通知書を受け取った後、前項後段の指導事項に従い、相模原市開発行為指導要綱若しくは相模原市建築

物指導要綱に定める手続又は第２項に規定する届出を行うものとする。

（指 導    ）

第 ９ 条    　市長は、この要綱に従わない開発者等に対し、行政上必要な指導をするものとする。

（様 式    ）

第 1 0 条    　この要綱の規定により使用する書類の様式は、別に定める。

（委 任    ）

第 1 1 条    　この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

付 則     

（施行期日）

1.　この要綱は、昭和 58 年４月１日から施行する。

（経過措置）

2.　この要綱の施行の日の前日までに、住宅開発に係る国土利用計画法第 23 条第１項の届出、都市計画法第 30 条第１項

の規定に基づく開発行為の許可申請又は建築基準法第６条第１項の規定に基づく建築確認申請のうちの一を受理した当

該開発計画については、この要綱は適用しない。
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別記様式

備 考    

1.　表示板は設置期間中に破損し、又は倒壊しない材料及び構造により作製すること。

2.　表示板は、白色地とし、文字は、黒色で雨等により不鮮明にならない塗料等を使用すること。



IV IV IV IV 「国際化」関係資料「国際化」関係資料「国際化」関係資料「国際化」関係資料

訪日外国人数の内訳訪日外国人数の内訳訪日外国人数の内訳訪日外国人数の内訳

（単位:人）

人
数 滞　　在　　客

年 総　　数
計 観　光　客 業　　　務

その他の客

一時上陸客

1,793,164 1,573,721 1,066,975 506,746 219,443
57     〔 88〕      〔 60〕    〔 28〕    〔 12〕 〔100〕

  (113)      (111)       (113)     (106)     (134)
1,968,461 1,760,475 1,211,274 549,201 207,986

58      〔100〕     〔 89〕      〔 61〕    〔 28〕    〔 11〕
      (110)      (112)       (114)     (108)     ( 95)
2,110,346 1,881,176 1,239,046 642,130 229,170

59      〔100〕     〔 89〕      〔 59〕    〔 30〕    〔 11〕
      (107)      (107)       (102)     (117)     (110)
2,327,047 2,102,296 1,328,782 773,514 224,751

60      〔100〕     〔 90〕     〔 57〕    〔 33〕    〔 10〕
      (110)      (112)       (107)     (120)     ( 98)
2,061,526 1,841,988 1,054,548 787,440 219,538

61      〔100〕     〔 89〕      〔 51〕    〔 38〕    〔 11〕
      ( 89)      ( 88)       ( 79)     (102)     ( 98)

（注）　　 1　法務省資料に基づく運輸省の集計による。

 2　〔　〕内は構成比（％）を,（　）内は対前年比（％）を示す。

 3　「一時上陸客」とは,出入国管理及び難民認定法第 14 条により,寄港地上陸
許可を受けて上陸する乗客及び同法第 15 条第２項により周辺通過上陸許可
を受けて上陸する乗客をいう。

　 資料:観光白書
主要都市在留外国人の国籍別割合主要都市在留外国人の国籍別割合主要都市在留外国人の国籍別割合主要都市在留外国人の国籍別割合（昭和（昭和（昭和（昭和 59595959 年年年年 12121212 月末日現在）月末日現在）月末日現在）月末日現在）

（東京 23 区および 5 市）
－42－
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都道府県別外国人登録者都道府県別外国人登録者都道府県別外国人登録者都道府県別外国人登録者（（（（61.61.61.61.　　　　12121212月末）月末）月末）月末）
「出入国管理統計」より作成
－43－
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昭和 49 年　　　　　　　　　　　　　都道府県別国籍別登録外国人都道府県別国籍別登録外国人都道府県別国籍別登録外国人都道府県別国籍別登録外国人

総  数
    (人)

構成比
    (%)

韓 国
朝 鮮
     (人)

構成比
  (%)

中    国
     (人)

構成比
   (%)

アメリカ
     (人)

構成比
   (%)

その他
    (人)

構成比
    (％)

総　　数 749.094 100.0 638,806 100.0 46,944 100.0 25,033 100.0 38,311 100.0

大　　阪 188.284 25.2 178,720 28.0 6,161 13.1 643 2.6 2,760 7.2

東　　京 113.629 15.2 74,404 11.6 13,806 29.4 10,051 40.1 15,368 40.1

兵　　庫 81.896 10.9 67,044 10.5 8,585 18.3 1,353 5.4 4,914 12.8

愛　　知 56.355 7.5 53,657 8.4 1,018 2.2 559 2.2 1,121 2.9

京　　都 46,628 6.2 43,881 6.9 1,008 2.1 927 3.7 812 2.1

神 奈 川 42,166 5.6 29,569 4.6 5,382 11.5 3,304 13.2 3,911 10.2

福　　岡 27,974 3.7 25,786 4.0 896 1.9 616 2.5 676 1.8

そ の 他 192,162 25.7 165,745 26.0 10,088 21.5 7,580 30.3 8,749 22.9

　　　　　 昭和 59 年

総  数
    (人)

構成比
    (%)

韓 国
朝 鮮
     (人)

構成比
  (%)

中    国
     (人)

構成比
   (%)

アメリカ
     (人)

構成比
   (%)

その他
    (人)

構成比
    (％)

総　　数 840,885 100.0 687,135 100.0 67,895 100.0 27,882 100.0 57,973 100.0

大　　阪 202,018 24.0 190,053 27.7 7,869 11.6 1,057 3.8 3,039 5.2

東　　京 136,198 16.2 81,037 11.8 21,436 31.6 12,123 43.5 21,602 37.2

兵　　庫 87,854 10.4 72, 078 10.5 9,153 13.5 1,359 4.9 5,264 9.1

愛　　知 61,598 7.3 57,535 8.4 1,627 2.4 756 2.7 1,680 2.9

京　　都 51,964 6.2 48,305 7.0 1,458 2.1 895 3.2 1,306 2.3

神 奈 川 46,834 5.6 31,192 4.5 6,737 9.9 2,900 10.4 6,005 10.4

福　　岡 31,011 3.7 27,885 4.1 1,617 2.4 600 2.1 909 1.6

そ の 他 223,408 26.6 179,050 26.0 17,998 26.5 8,192 29.4 18,168 31.3

「在留外国人統計」昭和 60 年版



入国地点別訪日外国人数

(単位：千人)

空　　　　　　　　港地
点
年 小　計

新東京
国　際
(成田)

東　京
国　際
(羽田)

名古屋
大　阪
国　際

福　岡 那　覇 その他
海　港 計

1,885 1,213 88 9 387 88 77 23 49 1,934
57

(97) (63) (4) (1) (20) (4) (4) (1) (3) (100)

2,066 1,361 104 12 416 95 54 25 46 2,113
58

(98) (64) (5) (1) (20) (4) (3) (1) (2) (100)

2,219 1,498 98 15 417 93 70 28 51 2,270
59

(98) (66) (4) (1) (18) (4) (3) (1) (2) (100)

2,434 1,682 100 17 437 109 62 27 55 2,489
60

(98) (68) (4) (1) (18) (4) (2) (1) (2) (100)

2,194 1,521 98 23 403 83 45 21 51 2,245
61

(98) (68) (4) (1) (18) (4) (2) (1) (2) (100)

（注）　1　法務省資料に基づく運輸省集計による。

2　永住者等の在留資格で本邦に居住している外国人の再入国を含む。

3　（　）内は構成比（％）を示す。

国税
外国企業の東京集中外国企業の東京集中外国企業の東京集中外国企業の東京集中
－45－

庁「国税庁統計年報表」より作成



外国金融企業の在日駐在員事務所等の立地外国金融企業の在日駐在員事務所等の立地外国金融企業の在日駐在員事務所等の立地外国金融企業の在日駐在員事務所等の立地
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都市

　　年
札　幌 仙　台 筑　波 東　

会 議 件 数 16 10
1981

来 訪 者 数 405 115 13

会 議 件 数 16 7
1982

来 訪 者 数 449 75 16

会 議 件 数 17 5
1983

来 訪 件 数 447 90 18

会 議 件 数 18 8 8
1984

来 訪 者 数 1,623 1,569 426 18

会 議 件 数 25 10 11
1985

来 訪 者 数 613 412 392 15
日本での国際会議開催件数と参加外客数の推移日本での国際会議開催件数と参加外客数の推移日本での国際会議開催件数と参加外客数の推移日本での国際会議開催件数と参加外客数の推移
資料:「1985 年コンベンション統計」ＪＮＴＯ協会、1986 年４月
61 年度の数字は観光白書による概数
国際会議の開催状況国際会議の開催状況国際会議の開催状況国際会議の開催状況

京 横　浜
富士

箱根
名古屋 京　都 大　阪 神　戸 広　島 福　岡 その他 計

東京の

シェア(％)

230 7 11 38 31 3 52 398 57.8

,610 535 944 5,747 433 99 1,885 23,773 57.2

268 14 15 35 36 27 9 62 489 54.8

,213 865 468 3,765 426 833 156 3,234 26,484 61.2

225 9 8 36 28 33 6 66 433 52.0

,931 413 199 6,553 1,135 1,749 246 3,850 33,613 56.3

190 14 13 19 34 20 41 10 7 44 426 44.6

,303 563 588 403 4,567 806 1,740 581 290 2,057 33,516 54.6

184 8 6 17 31 56 36 10 5 54 453 40.6

,358 215 300 1,456 5,469 1,315 2,253 538 100 1,802 30,223 50.8
注）1.　1つの会議が複数の都市にまたがって開催された場合、それぞれの都市に１件として計上してある。
 2.　国際的行事に伴う会議は含まない。
 3.　外国人参加者には、参加者の同伴家族も含む。

資料:国際観光振興会
運輸省国際運輸・観光局「数字で見る観光」1986 年(社)日本観光協会
－47－



研研研研
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修生受入れの実績の推移修生受入れの実績の推移修生受入れの実績の推移修生受入れの実績の推移

「経済協力
「経済協力の現状と問題点」
「経済協力の現状と問題点」
「経済協力の現状と問題点」
我が国の外国人留学生受入れ実績我が国の外国人留学生受入れ実績我が国の外国人留学生受入れ実績我が国の外国人留学生受入れ実績
の現状と問題点」



（注

研修生受入れの地域別内訳研修生受入れの地域別内訳研修生受入れの地域別内訳研修生受入れの地域別内訳
日本人海外旅行者数日本人海外旅行者数日本人海外旅行者数日本人海外旅行者数,,,,訪日外国人数訪日外国人数訪日外国人数訪日外国人数
）法務省資料に基づく運輸省集計による。
海外旅行者の目的別構成比率海外旅行者の目的別構成比率海外旅行者の目的別構成比率海外旅行者の目的別構成比率
「出入国管理統計］昭和 62 年度版より作成
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「出入国管理統計年報」昭和 62 年度版より（住所地が外国及び不詳を除く）
旅行
韓
中
台
香
フ
マ
シ
タ
マ
米

カ
フ
イ
西
英
ス
ス

（注
資料
渡航目的別出国日本人の中の首都圏の割合渡航目的別出国日本人の中の首都圏の割合渡航目的別出国日本人の中の首都圏の割合渡航目的別出国日本人の中の首都圏の割合（昭和（昭和（昭和（昭和 61616161 年）年）年）年）
－50－

日本人海外旅行者の旅行先日本人海外旅行者の旅行先日本人海外旅行者の旅行先日本人海外旅行者の旅行先

（単位:人）年 59 60 61
数

先
人　　数

対前年
比(％)

人　　数
対前年
比(％)

人　　数
対前年
比(％)

国 576,448 109 638,941 111 791,011 124
国 386,169 146 470,492 122
湾 632,481 106 615,584 97 696,686 113
港 584,013 116 635,767 109 727,219 114

ィ リ ピ ン 161,083 90 153,511 95 134,261 87
カ オ 168,740 105 158,174 94 168,358 106

ン ガ ポ ー ル 369,534 99 377,686 102 404,278 107
イ 221,945 99 221,485 100 259,381 117

レ イ シ ア 111,637 110 109,870 98
国 1,414,909 110 1,496,202 106 1,681,071 112

うちハワイ 816,OOO 112 855,OOO 105 944,000 110
うちグァム 301,499 102 301,690 100
ナ ダ 162,246 117 174,503 108 235,158 135

ラ ン ス 447,843 98 470,298 105
タ リ ア 340,209 104 335,190 98
ド イ ツ 410,296 116 488,582 119

国 200,600 118 210,700 105
イ ス 280,931 105 294,688 105 313,295 l06

ペ イ ン 108,563 114 126,639 117 121,051 96

）ＷＴＯ，ＯＥＣＤ，ＰＡＴＡ及び各国政府観光機関資料による。
：観光白書
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相手国別姉妹提携数（大陸別）

相 手 国     提 携 数 大 陸 提 携 数 ％ 相 手 国 提携数 大 陸 提携数 ％

ア メ リ カ 合 衆 国 192 ギ リ シ ャ 2

カ ナ ダ 31 北 米 223 39.0 ブ ル ガ リ ア 1

ブ ラ ジ ル 49 ス ウ ェ ー デ ン 1

メ キ シ コ 7 ル ー マ ニ ア 1

パ ラ グ ア イ 2 ポ ー ラ ン ド 1

コ ス タ リ カ 2 東 ド イ ツ 1 欧 州 112 19.6

チ リ 1 オ ー ス ト ラ リ ア 29

パ ナ マ 1 中 南 米 62 10.8 ニュージーランド 8 大 洋 州 37 6.7

ソ ビ エ ト 連 邦 20 中 国 88

西 ド イ ツ 19 韓 国 21

フ ラ ン ス 16 フ ィ リ ピ ン 14

オ ー ス ト リ ア 14 台 湾 3

イ タ リ ア 12 ス リ ラ ン カ 2

オ ラ ン ダ 4 ベ ト ナ ム 2

ス イ ス 4 イ ン ド ネ シ ア 2

ベ ル ギ ー 4 イ ン ド 1 ア ジ ア 133 23.3

ポ ル ト ガ ル 3 ト ル コ 3

ユ ー ゴ ス ラ ビ ア 3 エ ジ プ ト 1

ノ ル ウ ェ ー 2 イ ス ラ エ ル 1
中近東・
アフリカ 5 0.9

ス ペ イ ン 2 計 572 100

イ ギ リ ス 2

資料:「日本の国際姉妹都市一覧 1986」国際親善都市連盟より作成

注:市町村及び都道府県の提携先
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お わ り に            

　本研究の期間中、1987 年６月に「第四次全国総合開発計画」が閣議決定された。

　この四全総は、1986 年 12 月に中間報告が公表された段階では、地方から一斉に「東京重視の

計画だ」として反発を受けた経緯があり、それを受けて、政府機関の一部移転、再配置の検討・

推進等の東京一極集中の是正策、およびブロック別の開発整備の方向を盛り込み決定をみたもの

である。

　こうした地方の反発は、現在進んでいる「東京集中」現象に対する地方の危機感の切実さを現

わしていると言えよう。

　地方の危機感とは、ひとつには急テンポに進む産業・情報構造の転換の中で「国際都市東京」

にすべての機能
．．
を持っていかれることへの不安、そして特に首都圏においては「東京集中」とい

う急激な圧力により、地域の人々が住み、働くと言ったくらし
．．．

が脅かされていることへの危機感

である。

　この研究を通して、第一次集中期に、重厚長大産業で首都圏の活力を維持し、しかも東京のベ

ッドタウン的な役割も担っていた神奈川は、そのどちらの危機に対しても「地方」の先兵として

問題に直面し、先行ランナーとして問題を解決すべき立場にあることを実感した。

　四全総では、多極分散型国土の形成を基本的目標としている。しかし、産業・文化等の機能を

中央から地方へ分散配置するのみでは、かつて高度成長期に「新産業都市」等を地方に配置しな

がら定着させ得なかった、という教訓を十分に活かすことにはならない。

　そこで、私たちは、真の分散化のためには、地域に住む人々のくらしを基礎に据えた「自律的

な地域形成」を重視し、いわば「地域からの分散化」を図ることが必要であると考えた。

　私たちは、この研究を進めるにあたって、地域の人々のくらしの実態や、地域の真の活力、地

域の底力となるようなものを、直接探すことをこころがけた。実際に、東京集中現象の象徴と見

られている地上げ屋の横行地区の住民に会い、地域社会の崩壊の様子に触れたり、産業の最先端

を担う研究者に話を聞き、地域とのかかわりを調査するなど、人
．
と地域
．．
の立場を重視した調査を

行った。

　その結果、国際金融情報を中心に情報がとびかう東京に対して、「地域かながわ」としては、

良好な住環境、成熟期を迎える地域社会といった基本条件をベースに、高い技術力、研究開発力、

市場性、そして人の交流を中心とした国際化など、神奈川の特性を活かし、着実に地域社会を構

築することこそが、首都圏において「地域かながわ」が自立した地域として活力を担い、首都圏

の諸機能を分担し、世界に開かれた地域づくりを先導するために大切なことである、との方向を

見い出した。

　この研究では、地域から見つけ出した新しい首都圏の流れとなりそうな芽

みた。地域社会の成熟化や産業のソフト化といった流れを地域で確実にとら

いう現状の流れを越えて、着実に地域社会の魅力と活力を育てることができ

る。

　今後は、首都圏の各自治体がそれぞれの地域の特性と新しい流れを大切に

・

をいくつか紹介して

えれば、東京集中と

ると考えたからであ

し「地域かながわ」
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に対し、「地域とうきょう」、「地域ちば」、「地域さいたま」・・・を出し合うべきだろう。

　今、東京周辺の各自治体の総合計画をみると、その方向は、業務管理・研究開発・国際交流等

の機能の充実をめざしており、ほぼ一様に同じ方向を指向していることがわかる。

　私たちは、関西圏を取材するなかで、関西では個性的な地域が自律的に分立して圏域を構成し

ており、現在さらに、それぞれの役割を分担しつつ、「地域連合」により新たな圏域構造を創造

しようとしている試みを見てきた。首都圏は、こうした関西の試みに学ぶべきことは多いと考え

た。

　そこで、私たちは、各地域の自律的形成を視点に据えて、その上で、産業レベルでの機能分担

と連携、首都圏全体の共通課題の協働解決、プロジェクトの総合調整といった「地域連合」の可

能性を提起した。

　首都圏には、現在、緊急の課題である地価高騰問題などさらに追求するべき問題も多い。こう

した課題に対しては、今後とも「地域連合」の視点から、リアルタイムに自治体としての研究が

望まれる。

　最後に、私たちの研究にご協力をいただき、またご指導を賜った方々に深くお礼申し上げます。

　また、ヒアリング調査等に関して、本報告書の記載内容に実情と相違する点がある場合には、

すべて、本研究チームの責任であることをおことわりいたします。

１９８７年９月
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・・・・助言助言助言助言・・・・指導をいただいた方々　　　　　　　　　　　　　　　指導をいただいた方々　　　　　　　　　　　　　　　指導をいただいた方々　　　　　　　　　　　　　　　指導をいただいた方々　　　　　　　　　　　　　　　（五十音順・敬称略）

泉　　　達　夫　（東急不動産株式会社　総合企画本部　鑑定企画室長）

井　上　　　隆　（株式会社・首都圏総合計画研究所　主任研究員）

加　藤　ひとみ　（財団法人・埼玉総合研究機構　主任研究員）

川　端　直　志　（株式会社・地域研究所ケイ・プランナーズ　所長）

長谷川　徳之輔　（財団法人・建設経済研究所　常務理事）

福　永　順　彦　（株式会社・地域研究所ケイ・プランナーズ　研究員）

森　戸　　　哲　（地域総合研究所ＣＳＫ　所長）

・・・・ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング・・・・資料提供等で御協力いただいた方々および機関資料提供等で御協力いただいた方々および機関資料提供等で御協力いただいた方々および機関資料提供等で御協力いただいた方々および機関・・・・団体団体団体団体（順不同・敬称略）

須　藤　　　恪　（港区芝大門二丁目町会　町会長）

青　木　直　昭　（筑波大学地球科学系　学系長）

佐々木　　　博　（筑波大学地球科学系　教授）

根　本　栄　次　（筑波大学地球科学系　助教授）

田　中　　　正　（筑波大学地球科学系　講師）

大　川　潭　二　（株式会社　富士通研究所厚木研究所調査室長）

小　林　　　恒　（小林恒建築研究所〔芦屋市〕）

株式会社　富士通研究所厚木研究所・研究員の方々

東京都・企画審議室　計画部

・　　〃　　　調整部

・総務局　統計部　人口統計課

埼玉県・企画財政部　企画調整課

・　　〃　　　ユーアンドアイプラン推進室

千葉県・企画部　企画課

神奈川県・企画部　水資源対策室

港　区・企画部　企画課

多摩市・企画部　企画課

・都市整備部　都市計画担当

川崎市・経済局　産業部　工業課

相模原市・経済部　工業課

横浜市・環境事業局　施設課

大阪府・企画部　企画室　地域振興班

奈良県・企画部　関西文化学術研究都市担当

京都府・文化学術研究都市対策室　企画総務担当
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京都市・計画局　都市計画部　風致課

神戸市・市長総局　企画調整部　企画調整課

　〃　・　　　　 〃　　　　　計画課

芦屋市・企画部　企画課

・都市計画部　計画総務課

・　　〃　　　都市計画課

国土庁・計画調整局　計画課

住宅・都市整備公団・首都圏都市開発本部　厚木開発事務所　事業計画課

・住宅都市試験研究所　企画調査課

・つくば開発局　総務部

・関西支社　京都南部　開発事務所

国際協力事業団・東京国際研修センター

財団法人　海外技術者研修協会　東京研修センター

社団法人　海外コンサルティング企業協会　事務局

財団法人　大阪 21 世紀協会・総務部　企画課

・広報部　広報事業課

日本開発銀行・都市開発部

・企画部

株式会社　富士通研究所・厚木研究所　管理課

・　　〃　　　調査室

東急不動産株式会社・コンサルティング事業本部

・総合企画本部　鑑定企画室

東京急行電鉄株式会社・交通事業部　管理部　総括班

小田急電鉄株式会社・運輸計画部

三井不動産株式会社・企画部　調査課

・　〃　　企画課

株式会社　ミサワホーム・総合研究所

株式会社　リクルート・住宅情報事業部　情報審査室

株式会社　アーバンデザインコンサルタント

近鉄不動産株式会社・企画部

・住宅・宅地営業本部　営業企画部

・宅地開発本部　計画部

・　　 〃　　　 造成部

鹿島・間・大日本・熊谷共同企業体・山田川造成工事事務所
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・・・・「首都圏における神奈川」研究チーム「首都圏における神奈川」研究チーム「首都圏における神奈川」研究チーム「首都圏における神奈川」研究チーム・・・・メンバーメンバーメンバーメンバー

山　田　　　亮……企画部統計課（前・総務部管財課）

金　子　真理子……企画部企画調整室

小　山　明　枝……衛生部医療整備課（前・環境部環境管理課）

坂　井　信　治……横須賀土木事務所道路都市部（前・土木部道路整備課）

中　島　敏　晴……県央地区行政センター商工部

宮　本　弘　文……企画部計画室

石　亀　哲　郎……都市部都市政策課

今　井　　　博……相模原市企画部企画調整課

久　住　　　剛……自治総合研究センター研究部☆コーディネーター

（問合せ先・ 045-651-1471　自治総合研究センター）
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